
知 立 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録  

公 示 年 月 日 令和６年４月１２日 

招 集 年 月 日 令和６年４月２３日 

招 集 場 所 知立市役所 ３階 第２・３会議室 

参 集 時 間 午後２時００分、委員１８名、事務局３名が参集した。 

出 席 委 員 

農業委員：１岡田 めぐみ ２永田 治男 ３加古 和市 ４毛受 浩 ５杉原 敬浩 

    ６石原國彦 ７鈴木 和幸 ８近藤 喜代治 ９髙村 昭広 10 成瀬 廣美 

11 岩堀 秀治 12 髙木 芳夫 13 藤井 公人 14 岡田 均 

 推進委員：15 平澤 信幸 16 岡田 教孝 17 石川 勝幸 18 小野山 悦朗      

                                 計１８名                                                          

事 務 局 事務局長＝大山 峰生、事務局職員＝松原牧子、伊藤成哉 

オブザーバー  小栗 朋広 

欠 席 委 員  なし 

開 会 時 間 

午後２時６分 開会宣言 

会  長：知立市農業委員会４月総会を開催いたします。 

     知立市農業委員会総会規則第８条の規定の定足数に達しておりますので 

     総会を開催します 

（午後２時７分） 

日 程 第 一 
議事録署名委員の指名 

１岡田 めぐみ ３加古 和市を指名します。（会長）     （午後２時８分）                

日 程 第 二 議案の審議 

議案第１ 号 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

【議案第１号１番議案書をもとに説明】 

会  長：只今事務局から議案第１号の説明を頂きました。 

     石川委員から補足の説明お願いします。 

石川委員：この土地のすぐ西側は新家街ですでに４件家も建っているため、問題は

ないと思います。 

会  長：他にご意見ご質問はございますか。 

委  員：（意見なし）      

会  長：議案第１号１番の案件について申請通り許可していいと判断される方挙

手をお願いいたします。 

委  員：全員挙手 

会  長：ありがとうございました。全員賛成でと言う事でこの案件は申請通り許

可するとさせていただきます。         （午後２時１１分） 



議案第２ 号 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３ 号 

1 番～５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について 

【議案第２号１番について議案書をもとに説明】 

会  長：只今事務局から議案第２号の説明を頂きました。 

     この案件の補足説明を小野山委員お願いします。 

小野山委員：ご本人はここ最近で体調を崩し、今後農業を継続することはできないと

いうことで残った畑については息子さんが耕作頂くと聞いております。 

会  長：小野山委員の補足の説明で特に問題ないとの事ですが、皆さんの方で 

     何かありますか。 

委  員：（意見なし）  

会  長：なければ、採決に入ります。議案第２号１番の申請について申請通り許可

して差し支えないと思われる方挙手をお願いいたします。 

委  員：全員挙手 

会  長：全員賛成という事で申請通りこの案件について、許可するとさせていた

だきます。                   （午後２時１４分） 

 

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（利用権設定） 

【議案第３号１番～５番について議案書をもとに説明】 

会  長： 只今事務局から議案第３号の説明を頂きました。 

      ２番について髙木委員から補足の説明お願いします。 

髙木委員：特に問題はないと思われる。 

会  長：３番の方については、刈谷市の認定農業者ということで特に問題ないと

いうことです。 

会  長：皆さんの方で他に何かありますか。 

委  員：（意見なし）  

会  長：なければ、採決に入ります。議案第３号１番～５番の申請について申請通

り許可して差し支えないと思われる方挙手をお願いいたします。 

委  員：全員挙手 

会  長：ありがとうございました。全員差支えないと言う事で、議案第３号１番 

     ～５番の案件について承認させていただきます。 （午後２時２４分） 

 

 

 

 

 

 

報告第１ 号 

 第 ２ 号 

  第 ３ 号 

会  長：１５ぺージ以降報告案件があります 

     事前に議案書を見られてご意見、ご質問ある方はご発言ください。 

     なければ本日の議案書に基づく審議は以上になります。 



 

そ の 他 

・活動状況報告について（事務局） 

・行事予定について（事務局） 

（午後２時２９分） 

閉 会 時 間 
午後２時３０分閉会宣言 

会  長：農業委員会総会を閉会します。         （午後２時３０分）                        

 


